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安全保障理事会 2286（2016） 

2016 年 5月 3日、安全保障理事会第 7685 回会合にて採択より〈抜粋〉 

 

〔前文〕 

（…） 

攻撃されてはならない、医療要員と医療の職務に専ら従事している人道要員、彼らの移動手段と装備、並

びに病院とその他の医療施設を武力紛争の状況において尊重しまた保護する、そして傷病者が、実行可能

な限り最大限にそしてできるだけ早く、医学的治療と必要な注意を受けることを確保する、国際人道法の

下での具体的な義務を更に想起し、 

 

一般住民と戦闘員との間を区別する国際人道法の下での義務、そして無差別攻撃の禁止、攻撃されること

になっている目標が、文民でもなくまた民用物でもないことそして医療要員彼らの移動手段や装備また

病院やその他の医療施設を含む、具体的保護の対象でないことを検証するため実行可能なあらゆること

をする義務をまた想起し、そして文民および民用物に対する害を避けることやいずれにしても最小化す

る目的であらゆる実行可能な用心をする義務を更に想起し、 

 

これらの義務にもかかわらず、医療要員と医療の職務に専ら従事している人道要員、彼らの移動手段や装

備、並びに病院やその他の医療施設に対する暴力行為、攻撃および脅威が、武力紛争の状況で行われてお

りそしてそのような行為の数が増えていることを深く懸念し、 

（…） 

〔主文〕 

１．傷病者、医療要員と医療の職務に専ら従事している人道要員、彼らの移動手段や装備、並びに病院や

その他の医療施設に対する暴力行為、攻撃および脅威を強く非難し、そして関係する諸国の一般住民と健

康管理制度に対するそのような攻撃の長期の結果に憂慮する。 

 

２．武力紛争の全ての当事者が、全ての医療要員と医療の職務に専ら従事している人道要員、彼らの移動

手段や装備、並びに病院やその他の医療施設の尊重と保護を確保するため、適用可能な場合には、国際人

権法を含む国際法および国際人道法の下での自らの義務、とりわけ 1949 年のジュネーブ諸条約の下で

の自らの義務および 1977 年と 2005 年の追加議定書の下での自らに適用可能な義務を十分に遵守する

ことを要求する。 

 

３．武力紛争の全ての当事者が、国際人道法に適合して、必要としている全ての人に対する、医療要員と

医療の職務に専ら従事している人道要員、彼らの装備、移動および外科用品目を含む供給品の安全且つ妨

害のない通過を促進することを要求する。 

（…） 
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